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(57)【要約】
【課題】エンドレスベルトの下側に配置される感光ドラ
ム等の交換作業を容易にすることができる画像形成装置
を提供することを目的とする。
【解決手段】画像形成装置（カラープリンタ１）は、上
部に開口１０Ａが形成される装置本体１０と、装置本体
１０の上部の第２側壁側（後側）に回動可能に支持され
、開口１０Ａを開閉するトップカバー２０と、トップカ
バ２０ーの下側に配置されるエンドレスベルト６３と、
を備える。また、画像形成装置は、エンドレスベルト６
３の下側に配置される感光ドラム５１と、感光ドラム５
１の下側に配置される現像ユニット５０Ｂと、エンドレ
スベルト６３の第２側壁側の端部の上方に設けられる定
着装置８０と、を備える。そして、エンドレスベルト６
３は、第２側壁側に設けられる回動軸線６３Ａを中心に
して、第１側壁側（前側）の端部が上下に揺動可能に構
成されている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１側壁と当該第１側壁と対向する第２側壁を有するとともに、上部に開口が形成され
る装置本体と、
　前記装置本体の上部の前記第２側壁側に回動可能に支持され、前記開口を開閉するトッ
プカバーと、
　前記トップカバーの下側に配置されるエンドレスベルトと、
　前記エンドレスベルトの下側に配置される感光ドラムと、
　前記感光ドラムの下側に配置され、当該感光ドラムに現像剤を供給するように構成され
る現像ユニットと、
　前記エンドレスベルトの前記第２側壁側の端部の上方に設けられる定着装置と、を備え
る画像形成装置であって、
　前記エンドレスベルトは、前記第２側壁側に設けられる回動軸線を中心にして、前記第
１側壁側の端部が上下に揺動可能に構成されていることを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記エンドレスベルトは、前記トップカバーに連動して回動するように構成されている
ことを特徴とする請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記回動軸線は、前記エンドレスベルトよりも上方に設けられ、
　前記エンドレスベルトと前記回動軸線との最短距離Ｄａが、前記定着装置の前記第１側
壁側の下部のうち前記回動軸線から最も離れた部位から前記回動軸線までの距離Ｄｂより
も大きくなるように構成されていることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の画
像形成装置。
【請求項４】
　前記エンドレスベルトは、前記装置本体に支持された感光ドラムとは別に揺動可能であ
り、
　前記回動軸線は、前記エンドレスベルトよりも上方で、かつ、当該エンドレスベルトと
上下方向で対向する位置に設けられ、
　前記エンドレスベルトにおける前記回動軸線よりも前記第２側壁側の部位のうち前記回
動軸線から最も離れた部位から前記回動軸線までの距離Ｄｃが、前記回動軸線と前記感光
ドラムとの最短距離Ｄｄよりも小さくなるように構成されていることを特徴とする請求項
１～請求項３のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記感光ドラムは、前記エンドレスベルトとともに回動可能に構成されていることを特
徴とする請求項１～請求項３のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項６】
　前記現像ユニットは、
　前記感光ドラムに近接する近接位置と、前記感光ドラムから退避する退避位置とに移動
可能であり、
　前記感光ドラムおよび前記エンドレスベルトを回動するときに、前記退避位置に配置さ
れるように構成されていることを特徴とする請求項５に記載の画像形成装置。
【請求項７】
　前記現像ユニットは、前記感光ドラムおよび前記エンドレスベルトとともに回動可能に
構成されていることを特徴とする請求項５に記載の画像形成装置。
【請求項８】
　前記装置本体の下部に設けられ、シートを積載可能なシート積載トレイと、
　前記感光ドラム上の現像剤像を前記エンドレスベルトに転写させるように構成される１
次転写部材と、
　前記エンドレスベルト上に転写された現像剤像を前記シート積載トレイ側から搬送され
てくるシートに転写させるように構成される２次転写部材と、
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　前記定着装置の上方に設けられ、前記シートを前記第１側壁側に向けて送り出し、前記
トップカバー上に排出させるように構成される排出ローラと、を備えたことを特徴とする
請求項１～請求項７のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エンドレスベルトの下側に感光ドラムが配置されている画像形成装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来、画像形成装置として、装置本体に対して回動可能となるトップカバーと、トップ
カバーに設けられ、当該トップカバーとともに回動する搬送ベルトと、搬送ベルトの下側
に配置され、当該搬送ベルトで搬送されている用紙にトナー像を転写するための感光ドラ
ムを有するカートリッジとを備えたものが知られている（特許文献１参照）。この画像形
成装置では、トップカバーの回動軸の反対側（トップカバーの揺動する先端側）に、用紙
上に現像剤像を熱定着させるための定着装置が設けられるとともに、定着装置の上方に、
トップカバーの上面に形成された排紙トレイに用紙を排出するための排紙ローラが設けら
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－３２２７７４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、前述した技術では、排紙ローラや定着装置がトップカバーの先端側に設
けられているので、定着装置側をユーザ側（前側）に向けて画像形成装置を配置した場合
、ユーザがトップカバーとともに搬送ベルトを上方に回動させて、搬送ベルトの下側のカ
ートリッジを交換する際、前側に位置する定着装置等が交換作業の邪魔になるといった問
題があった。また、逆に、トップカバーの回動軸側をユーザ側に向けた場合には、トップ
カバー等を上方に回動させると、トップカバー等がカートリッジの交換作業の邪魔になる
といった問題があった。
【０００５】
　そこで、本発明は、エンドレスベルトの下側に配置される感光ドラム等の交換作業を容
易にすることができる画像形成装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題を解決するため、本発明に係る画像形成装置は、第１側壁と当該第１側壁と対
向する第２側壁を有するとともに、上部に開口が形成される装置本体と、前記装置本体の
上部の前記第２側壁側に回動可能に支持され、前記開口を開閉するトップカバーと、前記
トップカバーの下側に配置されるエンドレスベルトと、を備える。また、画像形成装置は
、前記エンドレスベルトの下側に配置される感光ドラムと、前記感光ドラムの下側に配置
され、当該感光ドラムに現像剤を供給するように構成される現像ユニットと、前記エンド
レスベルトの前記第２側壁側の端部の上方に設けられる定着装置と、を備える。
　そして、前記エンドレスベルトは、前記第２側壁側に設けられる回動軸線を中心にして
、前記第１側壁側の端部が上下に揺動可能に構成されている。
【０００７】
　この構成によれば、エンドレスベルトの回動軸線が定着装置側にあるので、例えばエン
ドレスベルトをユーザによって持ち上げて感光ドラム等を交換する際に定着装置が邪魔に
ならず、交換作業を容易にすることができる。
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【０００８】
　また、前記した構成において、前記エンドレスベルトは、前記トップカバーに連動して
回動するように構成されているのが望ましい。
【０００９】
　これによれば、トップカバーとエンドレスベルトとを別々に回動させる構造に比べ、交
換作業をより容易にすることができる。
【００１０】
　また、前記した構成において、前記回動軸線は、前記エンドレスベルトよりも上方に設
けられ、前記エンドレスベルトと前記回動軸線との最短距離Ｄａが、前記定着装置の前記
第１側壁側の下部のうち前記回動軸線から最も離れた部位から前記回動軸線までの距離Ｄ
ｂよりも大きくなるように構成されるのが望ましい。
【００１１】
　このように、エンドレスベルトと回動軸線との最短距離Ｄａを、定着装置の第１側壁側
の下部のうち回動軸線から最も離れた部位から回動軸線までの距離Ｄｂよりも大きくする
ことで、エンドレスベルトを定着装置に干渉させることなく大きく回動させることができ
る。
【００１２】
　また、前記した構成において、前記エンドレスベルトが、前記装置本体に支持された感
光ドラムとは別に揺動可能である場合には、前記回動軸線は、前記エンドレスベルトより
も上方で、かつ、当該エンドレスベルトと上下方向で対向する位置に設けられ、前記エン
ドレスベルトにおける前記回動軸線よりも前記第２側壁側の部位のうち前記回動軸線から
最も離れた部位から前記回動軸線までの距離Ｄｃが、前記回動軸線と前記感光ドラムとの
最短距離Ｄｄよりも小さくなるように構成されているのが望ましい。
【００１３】
　このように、エンドレスベルトにおける回動軸線よりも第２側壁側の部位のうち回動軸
線から最も離れた部位から回動軸線までの距離Ｄｃを、回動軸線と感光ドラムとの最短距
離Ｄｄよりも小さくなるように構成することで、エンドレスベルトが感光ドラムに干渉す
るのを防止することができる。
【００１４】
　また、前記した構成において、前記感光ドラムは、前記エンドレスベルトとともに回動
可能に構成されていてもよい。
【００１５】
　これによれば、エンドレスベルトを起こすように回動させることにより感光ドラムを第
１側壁側に向けることができるので、感光ドラムの交換作業をより容易にすることができ
る。また、現像ユニットと感光ドラムが分離している場合には、現像ユニットも容易に交
換することができる。
【００１６】
　また、前記した構成において、前記現像ユニットは、前記感光ドラムに近接する近接位
置と、前記感光ドラムから退避する退避位置とに移動可能であり、前記感光ドラムおよび
前記エンドレスベルトを回動するときに、前記退避位置に配置されるように構成されてい
るのが望ましい。
【００１７】
　これによれば、回動する感光ドラムが現像ユニットに干渉するのをより確実に抑えるこ
とができる。
【００１８】
　また、前記した構成において、前記現像ユニットは、前記感光ドラムおよび前記エンド
レスベルトとともに回動可能に構成されていてもよい。
【００１９】
　これによれば、エンドレスベルトを起こすように回動させることにより感光ドラムおよ
び現像ユニットを第１側壁側に向けることができるので、感光ドラムおよび現像ユニット
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の交換作業をより容易にすることができる。
【００２０】
　また、前記した構成において、前記装置本体の下部に設けられ、シートを積載可能なシ
ート積載トレイと、前記感光ドラム上の現像剤像を前記エンドレスベルトに転写させるよ
うに構成される１次転写部材と、前記エンドレスベルト上に転写された現像剤像を前記シ
ート積載トレイ側から搬送されてくるシートに転写させるように構成される２次転写部材
と、前記定着装置の上方に設けられ、前記シートを前記第１側壁側に向けて送り出し、前
記トップカバー上に排出させるように構成される排出ローラと、を備えていてもよい。
【００２１】
　これによれば、トップカバー上に排出されたシートを第１側壁側、すなわちエンドレス
ベルトを操作する側と同じ側から取り出すことができる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、エンドレスベルトの下側に配置される感光ドラム等の交換作業を容易
にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の実施形態に係るカラープリンタを示す図である。
【図２】トップカバーを開いた状態のカラープリンタを示す図である。
【図３】回転軸線とエンドレスベルトおよび定着用筐体との関係を示す図である。
【図４】回転軸線とエンドレスベルトおよび感光ドラムとの関係を示す図である。
【図５】エンドレスベルトとともに感光ドラムが回動する形態を示す図（ａ），（ｂ）で
ある。
【図６】エンドレスベルト、感光ユニットおよび現像ユニットがともに回動する形態を示
す図である。
【図７】複合機に本発明を適用した形態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　次に、本発明の実施形態に係る画像形成装置の一例としてのカラープリンタについて、
適宜図面を参照しながら詳細に説明する。なお、以下の説明において、方向は、カラープ
リンタを使用するユーザを基準にした方向で説明する。すなわち、図１における右側を「
前」、左側を「後」とし、手前側を「左」、奥側を「右」とする。また、図１における上
下方向を「上下」とする。
【００２５】
　図１に示すように、カラープリンタ１は、装置本体１０と、トップカバー２０と、給紙
ユニット３０と、スキャナユニット４０と、４つのプロセスユニット５０と、転写ユニッ
ト６０と、クリーニングユニット７０と、定着装置８０とを備えている。
【００２６】
　装置本体１０は、第１側壁の一例としての前壁１１と、前壁１１と前後方向で対向する
第２側壁の一例としての後壁１２と、前壁１１および後壁１２の左右両端を繋ぐ左右の側
壁１３とを主に備えて構成されている。そして、装置本体１０の上部には、後述するプロ
セスユニット５０を着脱するための開口１０Ａ（図２参照）が形成されている。
【００２７】
　トップカバー２０は、装置本体１０の開口１０Ａを開閉するためのカバーであり、装置
本体１０の上部の後側に設けられる回転軸２１を中心にして、装置本体１０に回動可能に
支持されている。そして、トップカバー２０の上面には、装置本体１０から排出されたシ
ートの一例としての用紙Ｓが載置される排紙トレイ２２が形成されている。
【００２８】
　給紙ユニット３０は、装置本体１０内の下部に設けられ、用紙Ｓを積載可能なシート積
載トレイの一例としての給紙トレイ３１と、給紙トレイ３１から用紙Ｓを転写位置（エン
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ドレスベルト６３と２次転写ローラ６５との間）に搬送する給紙機構３２とを備えている
。給紙トレイ３１内の用紙Ｓは、給紙機構３２によって１枚ずつ分離されて転写位置に搬
送される。
【００２９】
　スキャナユニット４０は、給紙ユニット３０の上方に配置され、図示しないレーザ発光
部、ポリゴンミラー、レンズおよび反射鏡などを備えている。そして、スキャナユニット
４０では、レーザビームが図の２点鎖線で示す経路を通って、感光ドラム５１の表面上に
高速走査にて照射される。
　なお、感光ドラムを露光するものは、スキャナユニット４０に限定されず、ＬＥＤでも
よい。
【００３０】
　プロセスユニット５０は、スキャナユニット４０の上方において、前後方向に４つ並ん
で配置されており、装置本体１０に着脱可能に支持されている。プロセスユニット５０は
、感光ユニット５０Ａと、当該感光ユニット５０Ａに着脱可能に設けられる現像ユニット
５０Ｂとを備えている。
【００３１】
　感光ユニット５０Ａは、感光ドラム５１と、帯電ローラ５２と、これらを支持する図示
せぬ筐体とを主に備えている。感光ユニット５０Ａは、感光ドラム５１が後述するエンド
レスベルト６３の下面に対向するように、エンドレスベルト６３の下側に配置されている
。
【００３２】
　現像ユニット５０Ｂは、感光ドラム５１の下側に配置され、当該感光ドラム５１に現像
剤を供給するように構成されている。具体的に、現像ユニット５０Ｂは、現像ローラ５３
と、供給ローラ５４と、層厚規制ブレード５５と、トナー収容室５６とを備えている。
【００３３】
　このプロセスユニット５０では、まず、感光ドラム５１の表面が、帯電ローラ５２によ
り一様に帯電された後、スキャナユニット４０によって露光されることで、感光ドラム５
１上に画像データに基づく静電潜像が形成される。また、トナー収容室５６内のトナーは
、供給ローラ５４を介して現像ローラ５３の表面に担持される。
【００３４】
　現像ローラ５３の表面に担持されたトナーは、層厚規制ブレード５５によって層厚が規
制された後、感光ドラム５１上の静電潜像に供給される。これにより、静電潜像が可視像
化されて感光ドラム５１上にトナー像が形成される。
【００３５】
　転写ユニット６０は、トップカバー２０の下側であって、かつ、各プロセスユニット５
０の上側の位置に設けられ、主に、駆動ローラ６１と、従動ローラ６２と、エンドレスベ
ルト６３と、１次転写部材の一例としての１次転写ローラ６４と、２次転写部材の一例と
しての２次転写ローラ６５とを備えている。エンドレスベルト６３は、駆動ローラ６１お
よび従動ローラ６２の間に張設されており、用紙Ｓを搬送する搬送面６３１が略水平とな
るように配置されている。なお、エンドレスベルト６３の詳細な構造については、後で詳
述する。
【００３６】
　１次転写ローラ６４は、感光ドラム５１上のトナー像をエンドレスベルト６３に転写さ
せるように構成されるローラであり、エンドレスベルト６３を介して感光ドラム５１と対
向するように、４つの感光ドラム５１に対してそれぞれ１つずつ設けられている。
【００３７】
　２次転写ローラ６５は、エンドレスベルト６３上に転写されたトナー像を給紙トレイ３
１側から搬送されてくる用紙Ｓに転写させるように構成されるローラであり、エンドレス
ベルト６３を介して駆動ローラ６１と対向するように配置されている。
【００３８】
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　この転写ユニット６０では、エンドレスベルト６３が回転するとともに１次転写ローラ
６４および２次転写ローラ６５に対して転写バイアスが印加されることで、各感光ドラム
５１上に形成された各色のトナー像が、エンドレスベルト６３上に順次重ね合わせて転写
される。そして、給紙ユニット３０から搬送された用紙Ｓが、エンドレスベルト６３と２
次転写ローラ６５の間の転写位置を通過することで、エンドレスベルト６３上のトナー像
が用紙Ｓに転写される。
【００３９】
　クリーニングユニット７０は、エンドレスベルト６３上に残存するトナーを回収する機
構であり、エンドレスベルト６３の前側の端部の下側に設けられている。このクリーニン
グユニット７０では、エンドレスベルト６３と２次転写ローラ６５の間の転写位置で用紙
Ｓに転写されずにエンドレスベルト６３上に残ったトナーが回収される。
【００４０】
　定着装置８０は、エンドレスベルト６３の後側の端部の上方に設けられ、加熱ローラ８
１と、加熱ローラ８１を押圧する加圧ローラ８２、加熱ローラ８１および加圧ローラ８２
を支持する定着用筐体８３とを備えている。定着装置８０では、用紙Ｓが加熱ローラ８１
と加圧ローラ８２との間を通過することで、用紙Ｓ上に転写されたトナー像が熱定着され
る。
【００４１】
　定着装置８０の前斜め上方には、用紙Ｓを前側（装置本体１０外）に向けて送り出す排
出ローラ９０が設けられている。これにより、排出ローラ９０から前側に送り出された用
紙Ｓが、トップカバー２０の排紙トレイ２２上に排出される。なお、排出ローラ９０は、
トップカバー２０に回転可能に支持されている。
【００４２】
＜エンドレスベルト６３の詳細構造＞
　エンドレスベルト６３は、装置本体１０に支持された感光ドラム５１とは別に揺動可能
、詳しくは、後側に設けられる回動軸線６３Ａを中心にして、前側の端部が上下に揺動可
能に構成されている。ここで、図面においては、回動軸線６３Ａを見やすくするために、
回動軸線６３Ａを比較的大きな円として描いているが、実際には、この円の中心が回動軸
線６３Ａである。
【００４３】
　具体的に、エンドレスベルト６３を支持する駆動ローラ６１および従動ローラ６２や、
各１次転写ローラ６４は、ベルト用筐体６６に回転可能に支持されており、このベルト用
筐体６６が装置本体１０に対して回動軸線６３Ａを中心に揺動可能に支持されることで、
一体に揺動するようになっている。このようにエンドレスベルト６３の回動軸線６３Ａが
後側（定着装置８０側）に位置することで、エンドレスベルト６３の前端部を上に持ち上
げてプロセスユニット５０を交換する際に定着装置８０が邪魔にならず、交換作業を容易
にすることが可能となっている。
【００４４】
　なお、このように構成するには、例えば、ベルト用筐体６６に形成した穴と装置本体１
０に設けた突起とを回動可能に連結させてもよいし、これとは逆に、ベルト用筐体６６に
形成した突起と装置本体１０に形成した穴とを回動可能に連結してもよい。また、ベルト
用筐体６６は、定着装置８０や感光ドラム５１やクリーニングユニット７０よりも左右方
向外側（両側）に配置し、これらの定着装置８０等に干渉しないように構成すればよい。
【００４５】
　特に、本実施形態では、図２に示すように、エンドレスベルト６３は、トップカバー２
０に連動して回動するように構成されている。具体的に、ベルト用筐体６６の前側の一部
がトップカバー２０に係合することで、トップカバー２０の前端部を持ち上げると、トッ
プカバー２０に係合したベルト用筐体６６の前端部も一緒に持ち上げられるようになって
いる。
【００４６】
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　また、トップカバー２０を閉めるときにも、ベルト用筐体６６の前側の一部がトップカ
バー２０に支持されることで、ベルト用筐体６６がトップカバー２０とともに下方に揺動
していき、図１の位置で保持される。これにより、例えばトップカバーとエンドレスベル
トとを別々に回動させる構造に比べ、トップカバー２０を開閉するだけでベルト用筐体６
６も一緒に揺動するので、プロセスユニット５０の交換作業をより容易にすることが可能
となっている。
【００４７】
　次に、回動軸線６３Ａの位置について詳細に説明する。
　図３に示すように、回動軸線６３Ａは、エンドレスベルト６３よりも上方で、かつ、当
該エンドレスベルト６３と上下方向で対向する位置に設けられている。そして、エンドレ
スベルト６３と回動軸線６３Ａとの最短距離Ｄａが、定着用筐体８３の前側下部の角８３
Ａ（定着装置８０の前側の下部のうち回動軸線６３Ａから最も離れた部位）から回動軸線
６３Ａまでの距離Ｄｂよりも大きくなるように、回動軸線６３Ａの位置や定着用筐体８３
の大きさ等が設定されている。
【００４８】
　このように、最短距離Ｄａを距離Ｄｂよりも大きくすることで、エンドレスベルト６３
を定着用筐体８３に干渉させることなく大きく回動させることが可能となっている（図２
参照）。
【００４９】
　また、図４に示すように、エンドレスベルト６３における回動軸線６３Ａよりも後側の
部位のうち回動軸線６３Ａから最も離れた部位６３Ｂから回動軸線６３Ａまでの距離Ｄｃ
が、回動軸線６３Ａと感光ドラム５１との最短距離Ｄｄよりも小さくなるように、回動軸
線６３Ａの位置等が設定されている。
【００５０】
　このように、距離Ｄｃを最短距離Ｄｄよりも小さくなるように構成することで、エンド
レスベルト６３を回動させたときに、エンドレスベルト６３が感光ドラム５１に干渉する
のを防止することが可能となっている（図２参照）。
【００５１】
　以上、本実施形態では、前述した効果に加え、以下に示す効果を奏する。
　排出ローラ９０が定着装置８０と同じ後側に配置されるので、トップカバー２０を開い
てプロセスユニット５０の交換作業を行う際に、排出ローラ９０が邪魔になることも抑え
ることができる。また、後側に配置した排出ローラ９０によって用紙Ｓを前側に向けて排
出するので、トップカバー２０の排紙トレイ２２上に排出された用紙Ｓを前側、すなわち
トップカバー２０を操作する側と同じ側から取り出すことができる。
【００５２】
　なお、本発明は前記実施形態に限定されることなく、以下に例示するように様々な形態
で利用できる。以下の説明においては、前記実施形態と略同様の構造となる部材には同一
の符号を付し、その説明は省略する。
【００５３】
　前記実施形態では、エンドレスベルト６３を、装置本体１０に支持された感光ドラム５
１とは別に揺動可能に構成したが、本発明はこれに限定されず、例えば、図５（ａ），（
ｂ）に示すように、感光ドラム５１を、エンドレスベルト６３とともに回動可能に構成し
てもよい。具体的には、例えば、感光ドラム５１を有する感光ユニット５０Ａを、ベルト
用筐体６６に着脱可能に設ければよい。
【００５４】
　これによれば、エンドレスベルト６３をトップカバー２０とともに起こすように回動さ
せることにより感光ユニット５０Ａを前側に向けることができるので、感光ユニット５０
Ａの交換作業をより容易にすることができる。
　また、現像ユニット５０Ｂの交換も容易にすることができる。なお、感光ユニット５０
Ａは４色一体で交換してもよく、エンドレスベルト６３と４色の感光ユニット５０Ａとを
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一体で交換してもよい。
【００５５】
　なお、図５の形態では、クリーニングユニット７０も、ベルト用筐体６６に着脱可能に
設けている。これにより、エンドレスベルト６３をトップカバー２０とともに起こすよう
に回動させることによりクリーニングユニット７０も前側に向けることができるので、ク
リーニングユニット７０の交換作業もより容易にすることができる。
【００５６】
　また、図５の形態において、現像ユニット５０Ｂは、感光ドラム５１に近接する近接位
置（実線の位置）と、感光ドラム５１から退避する退避位置（下面を２点鎖線で示す位置
）とに移動可能であり、感光ユニット５０Ａおよびエンドレスベルト６３を回動するとき
に、退避位置に配置されるように構成されている。具体的には、例えば、現像ユニット５
０Ｂを近接位置と退避位置との間で移動させる駆動装置を制御する制御装置を設け、当該
制御装置によって、印刷動作が完了するたびに、現像ユニット５０Ｂを退避位置に移動さ
せるように構成すればよい。
【００５７】
　これによれば、回動する感光ユニット５０Ａが現像ユニット５０Ｂに干渉するのをより
確実に抑えることができる。
【００５８】
　また、図６に示すように、現像ユニット５０Ｂは、感光ユニット５０Ａおよびエンドレ
スベルト６３とともに回動可能に構成されていてもよい。具体的には、例えば、現像ユニ
ット５０Ｂをベルト用筐体６６に着脱可能に設ければよい。
【００５９】
　これによれば、エンドレスベルト６３をトップカバー２０とともに起こすように回動さ
せることにより感光ユニット５０Ａおよび現像ユニット５０Ｂを前側に向けることができ
るので、感光ユニット５０Ａおよび現像ユニット５０Ｂの交換作業をより容易にすること
ができる。
【００６０】
　前記実施形態では、トップカバー２０とエンドレスベルト６３とを連動させたが、本発
明はこれに限定されず、例えば、トップカバーとエンドレスベルトは連動せずに別々に揺
動可能となるように構成されていてもよい。
【００６１】
　前記実施形態では、シートの一例として、厚紙、はがき、薄紙などの用紙Ｓを例示した
が、本発明はこれに限定されず、例えばＯＨＰシートであってもよい。
【００６２】
　前記実施形態では、転写部材の一例として転写ローラ６４，６５を例示したが、本発明
はこれに限定されず、導電性ブラシや導電性板バネなど、転写バイアスが印加されるもの
であればよい。
【００６３】
　前記実施形態では、カラープリンタ１に本発明を適用したが、本発明はこれに限定され
ず、その他の画像形成装置、例えば複写機や複合機などに本発明を適用してもよい。特に
、図７に示すような複合機１００に本発明を適用した場合には、本発明の効果をより有効
に発揮することができる。
【００６４】
　具体的に、図７に示す複合機１００は、カラープリンタ１の排出トレイ２２に対して上
下方向で対向するように、カラープリンタ１の排出トレイ２２よりも上方に突出する部分
から前方に迫り出すように配置された原稿読取装置１１０を有している。そして、この原
稿読取装置１１０がトップカバー２０と一体に回動可能となっている。
【００６５】
　この構造では、排出トレイ２２上に排出された用紙Ｓを後側から取ることができないの
で、排出トレイ２２上に排出された用紙Ｓを取り出す側と、フロントカバー２０（エンド
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レスベルト６３）を操作する側とを同じにすることによる効果をより発揮することができ
る。さらに、この構造において、排出トレイ２２の左右に排出トレイ２２と原稿読取装置
１１０との間の空間を塞ぐ壁が設けられる場合には、さらに本発明の効果を発揮すること
ができる。
【符号の説明】
【００６６】
　１　　　カラープリンタ
　１０　　装置本体
　１０Ａ　開口
　１１　　前壁
　１２　　後壁
　２０　　トップカバー
　５０Ｂ　現像ユニット
　５１　　感光ドラム
　６３　　エンドレスベルト
　６３Ａ　回動軸線
　８０　　定着装置

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】



(12) JP 2014-10201 A 2014.1.20

【図７】



(13) JP 2014-10201 A 2014.1.20

フロントページの続き

Ｆターム(参考) 2H171 FA01  FA03  FA09  FA10  FA13  FA19  FA22  FA28  GA06  GA12 
　　　　 　　        HA04  HA06  HA08  HA10  HA15  HA23  HA29  KA05  KA11  KA18 
　　　　 　　        KA23  KA25  QA04  QA08  QA24  QB32  QC36  SA11  SA14  SA18 
　　　　 　　        SA22  SA26  WA02  WA03  WA07  WA11  WA16  WA18  WA21 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

